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平成３０年度第１１回智頭町農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 平成３１年２月８日（金） 午後２時００分 

 

２．開催場所 智頭町総合センター３階 中会議室 

 

３．出席委員（１２人） 

   会 長       １番  小 林   功 

   会長職務代理者  １４番  中 澤 一 博 

   委 員       ２番    小宮山 晃 次    ４番  小 川 啓 介 

                         ５番  葉 狩 健 一    ６番  福 安   健        

８番  池 本 英 夫    ９番  植 木 克 茂 

１０番  藤 原 康 生   １１番  寺 坂 富 雄 

１２番  竹 下 るみ子   １３番  山 中 眞 守 

             

４．欠席委員（２人）   ３番  春 摘   要    ７番  國 岡 美保子 

 

５．農業委員会等に関する法律第２９条による出席者（３人） 

   農地利用最適化推進委員    

            １６番  草 刈 章 博   １７番  平 尾 晴 次   

１８番  西 沖 和 己  

   

６．議事日程 

第１ 議事録署名委員の決定 

   第２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

      議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見につ

いて 

      議案第３号 農用地利用集積計画書(案)の意見決定について 

   第３ 報告第１号 公共事業の施行に伴う附帯施設の設置に係る一時転用報告書

について 

          

７．農業委員会事務局職員 

   事務局長    米 本 勝 彦       書  記  安 道 千 景 

 

８．会議の概要 
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議 長 

 

（ 開 会 午後２時００分 ） 

 

ただ今から、平成３０年度第１１回農業委員会総会を開会いたします。 

本日は、１４名の委員に対し１２名の出席でありますので、総会は成立して

おります。 

それでは、挨拶および議事進行について、小林会長よろしくお願いします。 

 

皆さん、こんにちは。 

本日は、先月の１月１７日に、地産地消を前提におきましての料理講習を、

皆さんに参加していただき、これからの地域の６次化を図れる一つのベースが

出来て行くのではなかろうかなというふうに思っておるところであります。 

また、智頭町の農地利用の最適化推進施策に関する意見書を昨年１１月１２

日に町議会に提出したことにより、本日はこの総会が終わりました後、午後３

時半より町議会の方との意見交換会を開催する運びになりました。やはり、智

頭町における農業は非常に厳しい状況であります。先般におきましても、それ

ぞれ集落においては遊休農地、耕作放棄地が非常に多く発生してきております

し、尚且つ、農業の担い手という方々が、アンケートでいきますと、平均年齢

が７２才。それから、全体でいくと７５才ということで、非常に高齢化の中で

智頭町の農業の展望というものが非常に厳しい状況になってきておるのが実

態でございます。そういう点におきましても、それぞれ各委員の皆さんが、地

元における遊休農地であるとか、耕作放棄地の発生しているところ、これをあ

る程度放置できる対策を講じていけるように、それぞれ集落の中で話し合いを

持って頂き、この件につきましても、現在アンケートの結果に基づいて各集落

を農業関係機関が一つになって集落に出向き、集落の意見を吸い上げ、どうい

うところに課題問題点があるのかについて検討しながら、出来る限りのベスト

な形の取り組みを図って頂くことが必要ではなかろうかなと、こういうふうに

思っておりますし、総会後の議会との意見交換会におきましても、それぞれの

地域の課題問題点もありますが、現在抱えております智頭町の農業、農業委員

会が抱えております課題というものについて、皆さんからご意見出して頂いた

中で、今後の智頭町の安定した山間地農業が整うようによろしくお願い申し上

げまして、簡単ではありますけれども、開会の挨拶とさせていただきます。 

 

それでは、総会に入ります。 

日程第１ 「議事録署名委員の決定について」を議題とします。 

智頭町農業委員会会議規則第１３条第２項に規定する議事録署名委員です

が、議長から指名させていただくことにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

異議なしということですので、それでは、１３番 山中眞守委員、１４番 中

澤一博委員にお願いいたします。 
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１１番 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

それでは、議事に入ります。 

日程第２ 議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請ついて」を議題

とします。 

農地法第３条の規定により、次の農地の申請があったので審議を求めるもの

であります。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

議案書の１ページによりまして説明いたします。 

申請地は、口波多字塩谷口 919番、田んぼで 834㎡です。有償の所有権移転

となります。譲渡人が口波多 838番地１の●●●●さん、譲受人が口波多 206

番地の●●●●さんです。 

場所でございますが、申請位置図の１ページのところで位置図を付けており

ます。口波多集落の上手側、波多集落の下手側になりますけれども、県道から

川向こうの農地となります。２ページに公図を付けております。ここで、●●

●●さんの名前を書いております所が●●●●さんの所有している農地であ

りまして、この近くに田んぼを取得されたいということで求められたものでご

ざいます。３ページに航空写真を付けております。現状の写真を撮ろうと思い

ましたが雪が未だ積もっておりますので、航空写真で代用させて頂きました。 

農地法第３条第２項に該当します全部効率要件、農作業事従事要件、下限面

積要件、地域との調和要件等につきましては、確認の上、問題なしと判断した

ものでございます。 

以上でございます。 

 

ただいまの説明に関連して、１１番 寺坂富雄委員に現地の事前調査をお願

いしておりますので、調査の結果ならびに補足説明をお願いします。 

 

２月３日に話を伺いました。●●●●さんの方は、家の近くにまとまってあ

るが、この田んぼだけ一つ離れていて、田植え機やらコンバインを運ぶのが

中々大変だし、周りにぐるっと、農道を挟んではおりますけど●●●●さんが

持っておられるので、「どうかな」という話を持って行かれたそうです。航空

写真を見てもらったら分かると思いますが、畦も殆どないようなところで畦刈

も大してしていらないので、●さんの方は「まとまってええかな」ということ

で話しがまとまったようです。別に問題はないようです。 

以上です。   

 

説明が終わりました。 

これより、質疑に入ります。ただいまの事務局説明、地区担当委員からの説

明について、発言のある方は挙手願います。 

 

             （質問、意見なし） 
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議 長 

 

よろしいですか。 

それでは採決いたします。議案第１号について、原案のとおり決定すること

に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成ですので、議案第１号は原案のとおり決定いたしました。 

次に、日程第２ 議案第２号「農地法第４条第１項の規定による許可申請に

対する意見について」を議題とします。 

農地法第４条第１項の規定により、下記農地の申請があったので意見を求め

るものです。 

それでは、事務局に説明を求めます。 

 

議案書の２ページをお願いします。申請地は福原字大江田 214番、畑で 155

㎡の内の 70㎡です。申請人は福原 28番地 2の●●●●さんです。転用目的と

しては墓地です。転用理由としては、現在、山の中にある墓地をこちらの方に

移転するということでございます。 

 それでは位置図の方をお願いします。４ページからになります。駐車場とな

っているのが福原の高速バス停になります。その近くの赤く囲って黄色く示し

たところが、この申請地となります。５ページに公図を付けておりますけれど

も、155㎡の内の 70㎡を墓地に申請されるというものです。215番、221番に、

それぞれ所有者と地目を入れておりますが、この方々の同意は得られておりま

す。事業計画書を６ページ、7ページに付けております。簡単に書いてありま

すが、現在は「現在、山の中にあって不便なので」と追記して頂いております。

８ページ、９ページは被害防除計画をつけております。基本的には今のままで、

嵩上げ等を行わずに施行されるものでございます。１０ページに、墓地として

は 70 ㎡と広い訳ですが、赤く囲った右手の部分は法面となっておりまして、

左側の部分は低木などを植栽されるということです。１１ページの写真の物が

１０ページの墓地部分に設置されることになります。１２ページが現況の写真

でございます。このように、現在は畑として使用されておるというものです。 

 今回の申請地の農地区分は第２種農地です。許可根拠としては、代替地なし

です。信用についてですが、申請者は過去に違反転用を行ったことはなく、適

当と考えます。資力については通帳の写しで確認しました。事業計画を確認し

たところ、速やかに実行されることが見込まれます。規模の妥当性については、

妥当と考えられます。周辺農地への影響ですが、建物を建築しませんので影響

はないと考えます。被害防除については、速やかに責任を持って対処すること

としており、問題ないと考えます。 

以上でございます。 

 

ただいまの説明に関連して、１４番の中澤一博委員に現地の事前調査をお願

いしておりますので、調査の結果ならびに補足説明をお願いします。 
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１４番 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先月末から昨日に掛けまして、何回か本人さんに合って話を聞きましたし、

近隣の方とも話を伺いました。民家については川向こうにあり、近隣にはあり

ません。農地の隣の方には当然許可を頂いておられるようです。近くに●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●という店がありますが、ここの方が

あまり良い返事をされてないようでして、この方の許可をもらわないまま進ん

でいるようです。町の税務住民課の事前指導では、民家の承諾は得られないと

いけないが、このような商業施設の同意はいらないということです。が、行政

書士の方が同意を貰った方が良いのではということで行かれましたが、  

「迷惑だ」というようなことを聞いております。●●さんは囲いをして見えな

いようにしたいと言われていますので、その辺りも含めまして、この場でご審

議頂けたらと思います。   

以上です。 

 

説明が終わりました。 

これより、質疑に入ります。ただいまの事務局説明、地区担当委員からの説

明について、発言のある方は挙手願います。 

 

             （質問、意見なし） 

 

一点お伺いしたい。橋を渡った丁度川向こうに民家がありますが、それとの

距離はどれくらいでしょうか。 

 

川幅プラスですから、２０から３０メートルぐらいでしょうか。 

 

事務局の見解はどうか。 

 

先ほどの中澤職務代理からの報告にもあったように、先ず、墓地の事前指導

を受けてもらうわけですが、智頭町の条例の中では人家、人が住んでいる家が

半径百メートル以内にあれば、同意書を頂くということが定められておりま

す。それについては全て同意を得られております。百メートル以内に店がある

わけですが、店については町の条例の規定にないので、税務住民課も受け付け、

事前指導の許可を出したと。 

農地法につきましても、要件として隣地の承諾がないと転用できないという

ことはないわけではあります。転用の確実性について、県が許可しても墓地を

造成されないということであれば、確実性が担保されませんので許可できない

という事もあるかも知れないということですけれども、本人さんはされる前提

で話を進めておられますので、確実に許可があればされるということになろう

かと思います。ただ、どうしても気になるのが、その後、●●●●●●さんの

方が反対しておるという部分が出てくるかも知れませんけれども、法的な部分

におきましては、同意がないから許可出来ないということにはならない、とい
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議 長 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

うことは県の方には確認しました。 

以上でございます。 

 

この案件は許可が出て工事着工すれば、いつごろに完了予定なのか。 

 

予定では、３月から７月までの計画をされております。 

 

農業委員会としましては法に基づいて、規則に基づいて決定します。今の説

明では、みちくさの駅の承諾がなくても許可できることになります。 

ご意見のある方は挙手願います。 

 

             （質問、意見なし） 

 

よろしいですか。 

それでは採決いたします。議案第２号ついて、原案のとおり決定することに

賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成ですので、議案第２号は原案のとおり決定しました。 

次に、日程第２ 議案第３号「農用地利用集積計画書(案)の意見決定につい

て」を議題とします。 

智頭町長より農用地利用集積計画書(案)の提出があったので、意見決定を求

めるものです。 

それでは、事務局に説明を求めます。 

 

議案書の３ページをお願いします。 

１月１８日付けで智頭町長から意見決定を求められたものです。 

利用権設定面積が 876㎡です。利用権を設定する者が１名、受ける者が１名

でございます。期間は５年から１０年未満でございます。 

４ページで詳細について説明いたします。場所が、智頭字段ハナ 1942番 1、

田んぼで 876㎡です。地主の方が鳥取市下味野の●●●●●さん。権利の種類

は貸借権で、小作の方が智頭 1767番地 1の●●●●さん。作物は稲を予定さ

れておりまして、期間は平成３１年２月１３日からの５年間です。更新は継続

でございまして、賃借料は１反あたり 15,000円を口座に振り込むものという

ことでございます。 

以上でございます。 

 

説明が終わりました。 

それでは質疑に入ります。ただいまの事務局からの説明について、発言のあ

る方は挙手願います。 
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             （質問、意見なし） 

 

よろしいですか。 

それでは採決いたします。議案第３号について、原案のとおり承認すること

に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成ですので、議案第４号は原案のとおり承認することにいたしまし

た。 

次に、日程第４ 報告第１号「公共事業の施行に伴う附帯施設の設置に係る

一時転用報告書について」を議題とします。 

公共事業の施行に伴う附帯施設の設置に係る一時転用報告書を下記のとお

り受理したので報告するものです。 

それでは、事務局に報告させます。 

 

それでは議案書の５ページです。公共事業に伴う一時転用でございます。 

場所は大内字吉内 1163番地、田んぼで 1385㎡の内 422㎡です。松田組が千

代川の災害復旧工事として本年２月１日から１２月２５日まで使用されるも

のでございます。 

以上です。 

 

報告が終わりました。 

以上をもちまして、本日の議題は全て終了しました。智頭町農業委員会第１

１回総会を閉会いたします。 

 

（ 閉 会 午後２時２４分 ） 
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農業委員会会議規則第１３条第２項の規定により署名捺印する。 

 

 

平成３１年２月８日 

 

 

智頭町農業委員会議長  小 林    功 

 

 

智頭町農業委員会委員  山 中  眞 守 

 

 

智頭町農業委員会委員  中 澤  一 博 

 

 


